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●要約 

本研究では、Ｍ５（アムリットとも呼ばれる）のエタノール抽出物が、培養したハツカネズミの神経芽腫細胞の７

５％に、形態的分化（軸索の形成）および生化学的分化（チロシンヒドロキシラーゼの活性の約１５倍の増大）を

誘発させるという結果が得られた（ｐ＜０．０５）。それらの分化は悪性プロセスが逆転したことを表している。Ｍ

５の水性抽出物はチロシンヒドロキシラーゼの活性だけを高めたが、その効果はエタノール抽出物より小さかった。

分化が最大限に表れるのに３日の処置時間が必要であった。またＭ５のエタノール抽出物と水性抽出物は、アデノ

シン３',５' サイクリック一リン酸（ｃＡＭＰ）の細胞内濃度を３日で約４倍に高めた。またＭ５のエタノール抽

出物は、血清を含まない媒体中で成長した神経芽腫細胞に軸索の形成を誘発させたが、その際の必要濃度は血清中

での必要濃度の約５分の１であった。血清を含まない媒体中で成長した神経芽腫細胞に最大限の分化を誘発させる

処置時間は２４時間で十分であった。Ｍ５のエタノール抽出物に含まれる分化因子は、熱および光への耐性があり、

活性炭を用いる処置では除去できなかった。Ｍ４（アムリット・ネクターとも呼ばれる）のエタノール抽出物およ

び水性抽出物はいずれも神経芽腫細胞における分化を誘発しなかった。 

 


